
大阪市休日夜間障がい者・高齢者虐待ホットライン事業実施要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、大阪市休日夜間障がい者・高齢者虐待ホットライン事業（以下「事

業」という。）の実施について必要な事項を定める。 

 

(目的) 

第２条 この事業は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法

律（平成 23年法律第 79号）」第７条第１項、第 16条第１項・第２項、第 22条第

１項・第２項及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

（平成 17年法律第 124号）」第７条第１項・第２項、第 21条第１項から第４項に

基づき、休日・夜間帯における障がい者及び高齢者の虐待に関する通報及び届出を

受け付け、また「要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業」の休日・夜間帯の連

絡調整を行うことを目的とする。 

 

(実施方法) 

第３条 この事業の実施主体は、大阪市とする。ただし、福祉相談及び権利擁護等に関

する専門知識や実績を有する適切な団体等に委託して実施することができる。 

２ 事業の実施時間は、休日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始）の午前９時から午後

５時までの時間及び夜間の午後５時から翌午前９時までの時間とする。なお、この要

綱において、祝日とは「国民の祝日に関する法律（昭和23年７月20日法律第178号）」

に規定する国民の祝日をいい、年末年始とは12月29日から１月３日の間とする。 

 

(事業内容) 

第４条 この事業の内容は、次のとおりとする。 

（１）休日・夜間帯における障がい者・高齢者の虐待通報及び届出の受付 

（２）休日・夜間帯における「要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業」に関する連

絡調整 

（３）報告書の作成等 

 

（事業の実施体制） 

第５条 この事業を委託により実施する場合、受託した団体等は、事業の実施に当たり、

責任者を定めるとともに、常設の事務所を設置し、業務を行うための必要な職員を配

置することとする。 

２ 事業の実施時間においては、常時、電話及びファクシミリでの対応が可能な体制と

する。 

 

(その他) 

第６条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、所管す

る担当課長が定める。 

 

附 則 



この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


